
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

給
付
金
の
請
求
期
限
に
関
す
る
事
項
（
第
五
条
関
係
）

給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
期
限
を
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
と
す
る
こ
と
。

イ

平
成
三
十
年
一
月
十
五
日

ロ

損
害
賠
償
の
訴
え
の
提
起
又
は
和
解
若
し
く
は
調
停
の
申
立
て
（
そ
の
相
手
方
に
国
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
を
平
成
三
十
年
一
月
十
五
日
以
前
に
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
判
決
が
確
定
し
た
日
又

は
和
解
若
し
く
は
調
停
が
成
立
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日

第
二

追
加
給
付
金
の
支
給
対
象
者
に
関
す
る
事
項
（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

追
加
給
付
金
の
支
給
対
象
者
を
、
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
で
あ
っ
て
、
身
体
的
状
況

が
悪
化
し
た
た
め
、
当
該
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
年
以
内
に
新
た
に
第
六
条
第
一
号
又
は
第
二
号

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
（
附
則
関
係
）



二

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


